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警報等発表時の緊急対応について（お知らせ） 

 

平素より本校の教育活動にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

本校では、警報等の発表時における学校の緊急対応について、下記のとおりに取り扱いますの

で、ご承知おきください。 

                     

１ 自宅等にいる時に警報等が発表された場合 
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気象庁より、午前６時の時点で、倉敷市を対象に「暴風警報」及び「特別警報（大

雨、暴風、暴風雪、大雪）」が発表されている場合は、臨時休業とする。 

なお、上記以外の警報及び特別警報の発表については、児童は通常どおりの登校と

しますが、保護者の判断により登校を控えた場合は欠席とせず「出席停止」とします。

また、状況によっては臨時休業とすることもあります。その場合は「保護者連絡帳」

等で連絡します。 

倉敷市より、午前６時の時点で、何らかの事象により「倉敷市児島柳田町」地区を

対象に、警戒レベル４「避難指示」が発令されている場合は、臨時休業とする。 

上記以外の地区を対象に警戒レベル４「避難指示」が発令されている場合は、その

地区に居住している本校の児童は出席停止とする。（学区外児童も含む） 

なお、警戒レベル３「高齢者等避難」の発令については、児童は通常どおりの登校

としますが、保護者の判断により登校を控えた場合は欠席とせず「出席停止」としま

す。また、状況によっては臨時休業とすることもあります。その場合は「保護者連絡

帳」等で連絡します。 

登校時間までに、震度５弱の地震が発生した場合は、臨時休業とする。 

登校時間までに、震度５強以上の地震が発生した場合は、臨時休業とし、翌日以降

も学校再開の連絡があるまで臨時休業とする。 

登下校時に大きな揺れを感じた場合は、まずは身の安全を確保し、家庭か学校の近

い方へ避難する。 

【参考】警戒レベル１は、「早期注意情報」（気象庁）。 
警戒レベル２は、「大雨・洪水・高潮注意報」（気象庁）。 
警戒レベル３は、「高齢者等避難」（倉敷市） 



２ 学校にいる時に警報等が発表された場合 

（１） 
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３ その他 

〇 児童クラブは、「暴風警報」及び「特別警報（大雨、暴風雪、大雪）」発表時は開設されま  

せんので、利用されている方はご留意ください。 
  

〇 警報等発表時は、児童の安全確保や各関係機関との連絡に専念するため、電話での対応が 

  難しくなります。学校へ電話をするのはお控えください。 
 

 〇 「災害用伝言ダイヤル１７１」が開設 

された場合は、児童の状況や今後の予定 

などを学校が録音しておくことがありま 

す。「保護者連絡帳」と併用してご利用 

ください。 

※ 「災害用伝言ダイヤル１７１」は、 

平常時はご利用できません。 

 

倉敷市に「暴風警報」及び「特別警報（大雨、暴風、暴風雪、大雪）」が発表され

た場合、状況により集団下校または引き渡し下校とする。  

※基本的には発令前に対応する。安全が確認できるまで待機することもある。 

なお、上記以外の警報及び特別警報の発令については、児童は予定どおりの下校と

します。保護者からの申し出により下校する場合は早退とはしませんが、引き渡しに

よる下校とします。また、状況によっては授業を中止して集団下校または引き渡し下

校となることもあります。その場合は「保護者連絡帳」等で連絡します。 

落雷や竜巻が予想される場合や通学路が冠水している場合など突発的な危険が迫

っているときは下校をせず、安全が確認されるまで学校で待機する。 

震度４以下の地震が発生した場合は、校長の判断により運動場へ避難する。安全を

確認したのち通常どおり授業を行い予定時刻に下校する。ただし、保護者からの申し

出により早退させることは可能とする。 

震度５弱の地震が発生した場合は、運動場へ避難し、安全を確認したのち、原則、

引き渡し下校とする。 

震度５強以上の地震が発生した場合は、運動場へ避難し、安全を確認したのち、原

則、引き渡し下校とする。翌日以降も学校再開の連絡があるまで臨時休業とする。 
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